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商号変更に伴う通商関係承認等の効力の承継について 

 

 

 

「日本碍子株式会社」（愛知県名古屋市瑞穂区須田町 2 番 56 号）は、令和８

年４月１日付けをもって「ＮＧＫ株式会社」に商号を変更しましたので、上記

「日本碍子株式会社」が令和８年３月３１日以前に輸出貿易管理令により取得

した許可証の効力は、「ＮＧＫ株式会社」（愛知県名古屋市瑞穂区須田町 2番 56

号）に承継されます。 

 

 


